
【経済建設常任委員会行政視察報告書 】 

 

〇視察期間 

令和７年１１月４日（火）から１１月６日（木） 

 

〇視察地 

北海道旭川市 「新規就農者に対する支援制度について」 

北海道恵庭市 「道と川の駅「花ロードえにわ」について」 

北海道三笠市 「三笠ジオパークについて」 

 

新規就農者に対する支援制度について（旭川市） 

１．選定理由 

本市では、農家数の減少や農業従事者の高齢化・後継者不足の進行から、遊休農地などの

未利用地が増大することで、農業用施設の維持や農村環境の保全ができなくなっている。先

の農業を見据え大規模化や法人化等、より効率的な生産体制の構築に向けて支援を充実さ

せ、これからの農業を担う意欲ある農業者を確保し育成していく必要がある。 

北海道旭川市では、農業を始める前の研修から実際に新規就農をした後の支援として、市

独自の支援を積極的に実施し、地域を牽引する競争力の高い担い手を育成している。現在、

新規就農者確保事業として国の補助事業のみ実施している本市にとって、これからの新規

就農支援の参考になると考え選定した。 

 

２．視察内容 

① 市内の営農状況について 

農業経営体数は減少の一途をたどっており、平成２２年に１，３９７経営体であった

が、令和２年には９０２経営体となり、１０年間で３５．４％減少した。このうち、法

人化している経営体は６５経営体であり、全体の７．２％を占め、１０年前と比較する

と、約４ポイント上昇した。また、基幹的農業従事者の５８％が６５歳以上に到達して

いるにもかかわらず、後継者のいる農業経営体は２０．６％にとどまっていることから、

今後も農業経営体数の減少は続くものと見込まれる。農業経営体数の減少に応じて、１

経営体あたりの経営耕地面積は増加しており、今後もこの傾向は継続するものと考えら

れる。こうした状況下において、本市農業の持続的発展のためには、後継者や新規参入

者を確保することはもちろん、意欲ある担い手へ効率的な農地集積を推進するとともに、

大規模化や法人化等、より効率的な生産体制の構築に向けて支援を充実し、地域を牽引

する競争力の高い担い手へと育成していくことが必要である。 

 

 



② 各種制度の概要について 

＜農業研修生に対する補助金＞ 

・就農準備資金（国） 

研修期間中（最長２年間）年１５０万円を交付 

・農業研修生住宅費助成事業補助金（旭川市） 

農業研修中の賃貸住宅の家賃を一部助成 

（補助率５０％以内、補助限度月額２万５千円（最長２年間）） 

・農業研修施設整備推進事業補助金（旭川市） 

農業研修用施設及び付随設備等の購入及び設置に係る費用、農業研修用施設等を設置

する農地の賃借料、農業用研修施設等を設置する農地の改良、造成等に係る費用（補助

率３０％以内） 

・農業研修受入事業指導謝金（旭川市） 

就農希望者等の農業研修を受け入れた農家に対する指導謝金（１人につき１日３千円） 

＜新規就農者に対する補助金＞ 

・経営開始資金（国） 

認定新規就農者（青年等就農計画の認定を受けた者）に対し、農業経営を始めてから経

営が安定するまでの最長３年間、年間１５０万円を交付（夫婦の場合は１．５倍） 

・経営発展支援事業（国及び北海道） 

認定新規就農者に対し、就農した年度または翌年度に、機械・施設等導入にかかる経費

の上限５００万円のうち北海道が４分の１、国が２分の１を支援（残りの４分の１は自

己負担（必ず融資を受けること）） 

・新規就農者の経営発展を支援する補助金（市） 

旭川市就農計画の認定を受け、経営発展支援事業を活用する者に対し、経営発展支援事

業の国及び北海道の補助額を差し引いた自己負担相当額を補助（上限１２５万円、夫婦

の場合は１．５倍） 

・新規就農者の飛躍を後押しする補助金（市） 

旭川市就農計画の認定を受けて就農した経営開始４～１０年目の新規就農者のうち、

一定要件を満たした者を対象として、経営規模の拡大や新分野の導入、ブランド化等に

かかる費用の一部を助成（補助率５０％以内、補助限度額累積３００万円） 

 

③ 制度の利用実績について 

＜利用者数＞ 

Ｈ２８～Ｒ７ 制度利用者数３９経営体（４５人）うち新規参入３０経営体 

＜就農後の継続状況＞ 

研修中止：２名（Ｈ２８以降の研修生のうち） 

離  農：１名（Ｈ２８以降に就農した方のうち） 

 



④ 今後の課題について 

＜農業者の減少と高齢化＞  

・農家戸数１０年で３５％減少 

・６５歳以上の基幹的農業従事者の割合は１０年で１１ポイント増加し５８％ 

・後継者のいる農業経営体は２１％ 

・小区画農地が散在 

・農地の分散錯圃 

＜農業生産額の停滞＞  

・近年は横ばいで推移 

・野菜は２０年で４８％減少 

・畑作等は２０年で４３％減少 

・全体は２０年で４％減少 

 

⑤ 質疑 

委員からは以下のような質問があった。 

問 新規就農者は北海道外からの応募はあるのか。また、定着状況について伺います。 

答 新規就農者はほとんどが道内の人です。定着状況ですが声は厳しさを感じています。

北海道の南側は、農業時期が年間を通して長く行えますが、冬はアルバイトや配送業を

行う複合経営を行っている農家がほとんどです。昔は冬に野菜を作り、夏は水稲栽培を

行っていました。今は水稲栽培だけ行っている農家が多いです。定着状況としてはほと

んどが定着しています。中には成功者もいます。 

問 農産物は生産組合で広めているのか伺います。 

答 農協からの出向で上川生産農業協同組合連合会という組織があります。昔から土地

柄で地域に各野菜生産者が固まっています。例えばトマトを作りたい生産者がいた場

合、トマトの生産者が固まっている地域でトマト指導農家を紹介しています。 

問 就農者相談に来る人数及び実際に就農する人数を伺います。 

答 ２～３年前は相談件数が１００件以上ありました。令和７年は４９歳以下限定で４

１件のうち２件程度が就農しています。 

問 北海道では、水田を広く区画整理されていると思いますが、区画の大きさ及び法人化

状況を伺います。 

答 区画は１０ヘクタール超えるくらいです。しかし、旭川市では２０丁、３０丁でない

とやっていけないと思います。法人化状況はほとんどが法人化はしていません。法人化

している農家は、家族法人で雇用をしているところは少ないです。 

 

３．所感 

農林水産省より令和７年８月に報告された「新規就農をめぐる現状と課題」では、「２０

２４年農業に関する意識と実態調査」の記載があり、２０代の５２．１％が「将来農業をや



ってみたい」と思っているとの事である。農業の魅力は「自然と向き合える」「自分と向き

合える」「成果や過程が目に見える」が上位となっており、若者にとって農業は非常に魅力

を感じている職業であることがわかる。しかし、実際に新規就農した方の課題として技術習

得、資金・農地の確保等資金だけではなく様々な課題がある。旭川市では国の新規就農者に

対する交付金事業だけでなく、市独自事業として農業研修生に対する補助金や新規就農者

に対する様々な角度で補助金を準備している。農業に挑戦したいニーズがある中、新規就農

者を増やしていくためには、農業に興味のある方へ農業に歩んでもらえるための研修、そし

て続けていくための資金だけではなく、土地や人材確保等様々な課題に対しての支援が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道と川の駅「花ロードえにわ」について（恵庭市） 

１．選定理由 

本市は高速自動車道の要衝にあり、西毛地域や長野方面など広域的な観光ルートの入口

となっているが、玄関口となっている道の駅ららん藤岡には多くの立ち寄り客があるもの

の、市内への観光客の入り込みは少ないものとなっている。市内周遊ルートや観光施設など

の情報発信拠点として、道の駅ららん藤岡を活用し、市内への誘客を図る工夫が必要となる。 

 北海道恵庭市にある「道と川の駅 花ロードえにわ」は、「全国 道の駅グランプリ」で

様々な賞を受賞し、年間１００万人以上の来場者があり、近年進んでいるバリアフリーの店

内で、小さなお子様連れの方・車椅子の方にも過ごしやすい道の駅となっている。本市の「道

の駅ららん藤岡」は、施設の老朽化で今後に向けて考えていく段階に入っており、また施設

利用者のライフスタイルは日々変化しており、最新の情報を得るために最適と考え選定し

た。 

 

２．視察内容 

① 施設概要について 

＜整備経緯＞ 

恵庭市は道央圏のほぼ中央に位置し、陸・海・空の交通アクセスに恵まれた要衝地だが、

「通過型のまち」「特徴のないまち」と評され、地域・観光資源を生かしきれていないため、

「溜まるまち」「目的地となるまち」への転換が急務だった。 



●事 業 名：恵庭市「道と川の駅」整備事業 

●総 事 業 費：約５億５千万円（国土交通省所管「まちづくり交付金事業」） 

●道の駅名称：「花ロードえにわ」 

●敷 地 面 積：２４，５８１．４０平方メートル 

（うち国道区域 ９，７０７．４０平方メートル） 

●登録年月日：平成１７年７月１日 

●供用開始年月日：平成１８年７月１日 

●管 理 運 営：（社）恵庭観光協会（指定管理者） 

＜リニューアル時の地域住民等の意見集約方法＞ 

・基本計画策定時から、恵庭市観光推進協議会に花の拠点検討部会を設置し、花のまちづ

くりに取り組む市民・団体などを交えた議論を展開 

・パブリックコメントの実施 

＜災害時への備え＞ 

 ・広域防災拠点としての役割 

  国道利用者緊急避難所、物資集積拠点、防災拠点自動車駐車場 

 ・恵庭市地域防災計画における役割 

  災害時使用資器材備蓄（発電機約５０台）、一時避難場所、収容避難場所、自衛隊一時

駐屯地、仮設住宅建設予定地 

 ・整備されている施設 

  【国土交通省】駐車場、緊急貯水槽（5 トン）、及びマンホールトイレ、衛星電話、防災

備蓄庫 

  【恵庭市】緊急貯水槽（１００トン）、冷暖房及び電源を備えた収容避難所 

 

② 施設運営・経営状況について 

＜ランニングコスト＞ 

・指定管理料の推移 

指定管理料＝管理運営経費－指定管理者収入歳入 

 

・歳入 

 年度 指定管理料
 Ｒ５ １億５，７８０万円
 Ｒ６ １億５，７８０万円
 Ｒ７見込み １億６，１０６万５千円

 年度 指定管理料
 Ｒ５ ５，７６０万２０９円
 Ｒ６ ６，０１１万２，４８７円
 Ｒ７見込み ６，０６１万６千円



＜修繕の対応＞ 

・指定管理施設 

指定管理者とのリスク分担に基づき、１件当たり３０万円未満の修繕⇒指定管理者が

負担、１件当たり３０万円以上の修繕⇒恵庭市が負担 

・管理許可施設（道と川の駅、農畜産物直売所） 

管理許可条件であるリスク分担に基づき、１件当たり３０万円未満の修繕⇒事業者が

負担、１件当たり３０万円以上の修繕⇒恵庭市が負担 

・設置許可施設（宿泊施設、飲食店） 

恵庭市は公園の土地の一部を貸しているに過ぎず、修繕費はすべて事業者が負担。 

＜来場者数や来場者の分析＞ 

・来場者の特徴は恵庭市内や近隣市町からのリピーターが多い 

・近隣市町に宿泊し、日帰りでの来訪者が多い 

・Ｒ６来場者数 

 

③ イベントなどの取組について 

＜イベントについて＞ 

・花の拠点はなふるでは、年間４０件を超えるイベントが開催されている 

・指定管理者主催が１４件、その他団体等主催が２６件 

・自ら開催するイベントを増やしていくのではなく、花の拠点はなふるでイベントを開催

したい団体等を増やし、指定管理者は運営を支援する方法でにぎわいの創出につなげる 

＜ターゲット＞ 

・恵庭市民、近隣市町からの来訪者⇒北海道外・海外からの利用者に特化した施策は展開

していない 

・花の拠点はなふるは、恵庭市が整備した都市公園の一つであり、市民利用促進の延長線

上に観光旅行者が来訪してくれればよいと考えている 

＜地域住民や企業等との連携＞ 

・市民団体や商工会議所青年部など、市内の様々な主体がイベントに参画、市（指定管理

者）は活動を支援。⇒花の拠点はなふるへの愛着。次の新たな活動につなげる交流の促進 

＜周辺観光地への誘導方法＞ 

・最も成果が得られておらず、苦戦している。⇒令和８年度より取組を強化する 

 

 

 施設 来場者数
 道と川の駅「花ロードえにわ」 １１２万６，２６０人
 農畜産物直売所 ４１万７，１６１人
 花の拠点センターハウス ２４万１，３５４人
 花の拠点はなふる １７８万４，７７５人



④ 今後の課題や展望・構想について 

＜花の拠点はなふるの課題＞ 

・収支の改善（収入の増加と支出の抑制） 

・駐車場の不足 

・施設の老朽化対策 

＜観光振興における課題＞ 

・花の拠点はなふるを核とした市内周遊（周辺への誘導） 

※移動手段として低速電動コミュニティバス（グリーンスローモビリティ）を検討中 

（乗車定員１０名、電気自動車、時速１９キロメートル、充電一回当たり約４０キロメ

ートル走行可能、普通自動車免許） 

・体験型観光コンテンツの拡充（ガーデナー７人によるガーデニング学校） 

 

⑤ その他 

＜Ｐａｒｋ－ＰＦＩ（パークＰＦＩ）概要＞ 

都市公園に民間事業者の資金やノウハウを導入し、公園の魅力向上と活性化を図る官民

連携手法の一つ。民間事業者が、飲食店や売店などの収益施設を設置・管理し、その収益

を公園の整備や改修に還元することを条件に、設置管理許可期間の延長や建蔽率の緩和

といった特例措置が適用される。 

＜Ｐａｒｋ－ＰＦＩのメリット＞  

１．公園利用者・地域住民 

・飲食店やショップの充実による利便性向上と新たなライフスタイルの創出 

・公園のにぎわい創出と交流機会の増加 

２．自治体 

・公園整備にかかる費用や事業費の財政負担軽減 

・民間ノウハウの活用による公園の魅力向上 

３．民間事業者 

・人が集まる公園の土地を利用できる 

・設置管理許可期間の延長や建蔽率の緩和による事業の安定性・収益性向上 

＜ＰＦＩとの違い＞  

Ｐａｒｋ－ＰＦＩはＰＦＩ事業と名称が似ているが、根拠法令が異なる。ＰＦＩは「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づくのに対し、Ｐａｒ

ｋ－ＰＦＩは「都市公園法」に基づいている。Ｐａｒｋ－ＰＦＩでは議会の承認が不要で

ある点や、特定目的会社（ＳＰＣ）の設立が必須ではない点などがＰＦＩと異なる。 

 

⑥ 質疑 

委員からは以下のような質疑があった。 

問 成果を評価する指標について及び、民間事業者の参入について伺います。 



答 消費単価を指標にしています。スターバックスはお願いしたのではなく、公平に手を

挙げてくれた企業の中から選定されました。 

問 「道の駅ららん藤岡」ではレジスター利用人数で来場者をカウントしているが、「道

と川の駅花ロードえにわ」では、どこでカウントしているのか伺います。 

答 施設の入り口にセンサーがついており、そこでカウントしています。 

問 「道の駅ららん藤岡」ではコロナ以降、来場者が伸び悩んでいます。また、群馬県内

にも新しい道の駅ができています。さらに施設は２５年たっていて老朽化も指摘され

ています。「道と川の駅花ロードえにわ」のリニューアル検討計画について伺います。 

答 まず、当施設ではターゲットを地元利用者としており、コロナ禍以降でも来場者は落

ちていません。リニューアルスケジュールですが平成２８年に基本計画、平成２９年に

基本設計、令和３年に実施です。 

 

３．所感 

「道と川の駅花ロードえにわ」は、平成１８年７月に供用開始されたが、観光入込客数の

大半が「道と川の駅」「えこりん村」に集中し、既存観光施設の入込数は横ばい傾向であり、

道と川の駅周辺エリアに隣接している多目的交流物産館は平成１９年度オープンより１０

年以上経過し、施設の老朽化が進んでいることが課題であった。そこで、Ｈ２９年に都市公

園法が改正されて創設されたＰａｒｋ－ＰＦＩ（公募設置管理制度）を活用し、宿泊施設や

キャンピングカー車中泊を想定したＲＶパークなどを備えた、花の拠点はなふるの供用開

始以降、観光入込総数は新型コロナウイルス感染症が騒がれる中でも増加していた。 

Ｐａｒｋ－ＰＦＩは、都市公園に民間資金とノウハウを導入し、公園の魅力向上と活性化

を図る官民連携制度。都市公園法に基づき、飲食店や売店などの収益施設と合わせて園路や

広場などの公園施設を一体的に整備・運営する民間事業者を公募により選定する。導入メリ

ットとして、自治体へは、公園整備費の軽減、財政負担の軽減、公園のにぎわい創出。民間

事業者へは、人が集まる公園の土地を利用できる、事業の安定性と収益性の向上。公園利用

者へは、飲食店やショップの充実、新たなライフスタイルや交流の創出が挙げられる。よっ

て、恵庭市はＰａｒｋ－ＰＦＩの成功事例であると言える。 

本市においても道の駅ららん藤岡は施設の老朽化、周辺施設の開発が今後テーマとなっ

てくるが、自治体の財源だけでは限界があり、民間と力を合わせてよりよい施設を作る事例

として恵庭市の事例は参考になった。 

 

 

 

 

 

 

 



三笠ジオパークについて（三笠市） 

１．選定理由 

ふじの咲く丘や桜山公園は季節的に多くの観光客が訪れ、魅力ある施設となっているが、

土と火の里公園や三波石峡など、誘客施設としては魅力の弱い施設もあり、観光資源を生か

しきれていない。工夫を凝らしたプログラムを開発し、観光施設、体験施設、文化施設、温

泉施設、歴史資産など魅力向上を図る必要がある。 

 北海道三笠市は北海道開拓や石炭産業の発展で発展した地域であり、その歴史をパッケ

ージ化し、三笠ジオパークとして観光産業に生かしています。歴史・文化・自然と様々な魅

力があり、まだ全てを観光資源として生かしきれていない本市にとって最適と考え選定し

た。 

 

２．視察内容 

① 施設概要について 

ジオパークとは、地質遺産から地球の仕組みや過去・大地の成り立ち、それらが地球上の

動植物や私たち人間とどのようにつながっているかを知ることができます。 

三笠ジオパークは、見どころとなるジオサイトを指定し、関連するジオサイトの集まりを

エリアとして区分しています。「桂沢エリア」「野外博物館エリア」「幾春別・奔別エリア」

「三笠エリア」「幌内エリア」「達布山エリア」の６つのエリアがあります。 

 

② ＳＤＧｓの取組について 

ＳＤＧｓを推進するためには、経済・社会・環境３つの側面を調和させていく必要があり

ます。ジオパーク活動ではこの３つの側面に対応するように、観光を中心とした地域資源を

生かす「地域振興」、持続可能な社会の担い手へ学びの機会を提供する「教育」、ジオ・エコ・

ヒトという世界構造の基盤を守る「保全」が活動の柱となっています。 

 

 

 

地域を学ぶ「教育」     地域を活かす「地域振興」      地域を守る「保全」 

 

③ 集客の取組について 

＜ツアー区分＞ 

・協議会ツアー：ジオパーク推進協議会で企画・実施 

・教 育 旅 行：学校より申込みがあり実施。窓口は旅行会社 

・一 般 ツ ア ー：一般より申込みがあり、見学場所を調整し実施 

・団体ツアー：各種団体より依頼があり実施 

・企 画 ツ ア ー：旅行会社の企画ツアーによりガイド 

・ふるさと納税ツアー：ふるさと納税返礼品 



・行 政 視 察：地方自治体による視察 

＜実績＞ 

・ツアー件数Ｒ５ １０１件（内訳 一般５３件、教育旅行２０件、協議会２８件） 

・ツアー売上Ｒ５ ３４７万１，３６１円（内訳 一般９６万９４４円、教育旅行１９２

万７，１２８円、協議会５８万３，２８９円） 

 

④ 三笠ジオパーク推進事業について 

＜背景＞ 

 三笠市は、北海道開拓の歴史や石炭産業の発展に深く関わってきた地域です。近代炭鉱や

鉄道の発展により、地域は一時的に繁栄しましたが、産業の衰退とともに人口減少や経済の

停滞が課題となっています。これを受けて、地域の自然資源や歴史的遺産を活用し、新たな

観光資源としてジオパークを推進することとしました。三笠市全体がジオパークとして指

定され、エリアごとに見所が用意されています。 

＜取組＞ 

三笠ジオパークは、地域資源を保全しながら観光や教育に活用し、持続可能な地域社会の

形成を目指します。その実現のため、以下の３つの柱に重点を置き活動していきます。 

・保護・保全：施設維持・管理、炭鉱遺産学術調査、炭鉱の記憶記録事業、デジタルアー

カイブなど 

・教育：スタディーツアー、地域学習、ワークショップ、教材提供、防災教育 

・観光：ガイドツアー、アクティビティ、バーチャルツアー、音声ガイダンス、情報配信 

 

⑤ 今後の課題について 

・協議会ツアー：経費がかかり過ぎる。リピーターは多いが客層が偏っている。時間経過

により参加者が減少する傾向にある 

・教 育 旅 行：ガイド不足、ツアーの独自性がやや高い。少子化により売上げは減少す

る傾向がある 

・一 般 ツ ア ー：増加傾向にあり、ガイド業務のマニュアルが必要 

 

⑥ 質疑 

委員からは以下のような質疑があった。 

問 ジオパーク的視点とは何か伺います。 

答 自分たちが大地とともに歩んだ歴史、自分たちの町がどうしてつくられたのかとい

う視点です。 

問 高校生レストランについて伺います。 

答 生徒数減少により普通科がなくなってしまうので、道立を市立にしました。レストラ

ンは部活であり、地域連携部、青果部、調理部の３つがあります。定員４０名で全員が

どれか部活に所属しています。学校には僚があり、三笠市の出身は２名のみです。土日



のみ営業しており、一食１，６００円で年間収益は１，０００万円程になります。 

問 ツアーについて道内ＰＲ活動はどのようにしているのか伺います。 

答 ＨＰで晴れの日コース・雨の日コースと詳しく作っています。どのような物を何分見

れるのか。そこを旅行会社がみています。前は旅行会社に直接ＰＲしていましたが、現

在ではリピーターを増やしながら徐々に認知が広がっています。 

 

３．所感 

地域ブランド化とは地域発の商品・サービスのブランド化と、地域イメージのブランド化

を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の

活性化を図ることと定義されている。三笠ジオパークでは、地域にあるジオ（地形・地質）・

エコ（自然・生態系）・ヒト（産業・文化）の要素を結びつけ（ストーリー化）を行ってい

る。大地「ジオ」（三笠市においては鉱物・化石・地層等）の上には、動植物や生態系の「エ

コ」が根ざし、その中で私たち「ヒト」は歴史・伝統・文化・産業をつくり暮らしている。   

ジオ・エコ・ヒトを個々に発信するのではなく、全てをパッケージ化し発信することで、ほ

かの地域にはない魅力を創り出していると言える。 

本市においても藤と冬桜・世界文化遺産 「高山社跡」等様々な魅力があるが、ジオが源

となり歴史・伝統・文化・産業が発展しており、「なぜこの地域に今の文化が生まれたのか」

「なぜ今の産業が生まれたのか」一つにパッケージ化し、地域ブランド化を行ってみる必要

がある。 

 

 

 

 



以上のとおり、報告いたします。 

 

令和８年１月６日 

経済建設常任委員会 

委員長  加 部 雄一郎 

 

副委員長 丸 山   保 

 

委員   小 西 貴 子 

 

窪 田 行 隆 

 

冬 木 一 俊


